
 

 

 

大阪市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例 

 

大阪市子ども・子育て支援法施行条例（平成26年大阪市条例第98号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（過料） 

第２条 正当な理由なしに、法第10条の５若

しくは第13条（法第30条の３及び第30条の

13において準用する場合を含む。）の規定に

よる報告若しくは物件の提出若しくは提示

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽

の物件の提出若しくは提示をし、又はこれ

らの規定による当該職員の質問に対して、

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、

100,000円以下の過料に処する。 

２ 正当な理由なしに、法第14条第１項（法

第30条の３及び第30条の13において準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定による報告若しくは物件の提出若し

くは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し

くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、

又は法第14条第１項の規定による当該職員

の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽

の答弁をし、若しくは同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、

100,000円以下の過料に処する。 

３ 法第23条第２項若しくは第４項、第24条

（過料） 

第２条 正当な理由なしに、法第10条の５若

しくは第13条（法第30条の３において準用

する場合を含む。）の規定による報告若しく

は物件の提出若しくは提示をせず、若しく

は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若

しくは提示をし、又はこれらの規定による

当該職員の質問に対して、答弁せず、若し

くは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下

の過料に処する。 

２ 正当な理由なしに、法第14条第１項（法

第30条の３において準用する場合を含む。

以下この項において同じ。）の規定による報

告若しくは物件の提出若しくは提示をせ

ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物

件の提出若しくは提示をし、又は法第14条

第１項の規定による当該職員の質問に対し

て、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくは同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下

の過料に処する。 

３ 法第23条第２項若しくは第４項又は第24

大阪市条例第53号



 

第２項又は第30条の18第２項の規定による

支給認定証又は乳児等支援支給認定証の提

出又は返還を求められてこれに応じない者

は、100,000円以下の過料に処する。 

条第２項の規定による支給認定証の提出又

は返還を求められてこれに応じない者は、

100,000円以下の過料に処する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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